
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 既設Ｂウラン濃縮廃棄物室の保管能力増強 

既設Ｂウラン濃縮廃棄物室内の空きスペースの利用により放射性固体廃棄物の保管能力を増強する。 

①ドラム缶の２段積みを３段積みに変更。（約 1,200 本→約 1,800 本） 
②保管エリアを拡大。（約 2,600 本） 
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概要図 

既許可保管廃棄能力：約 6,700 本（200 ㍑ドラム缶換算） 

変更後保管廃棄能力：約 9,900 本（200 ㍑ドラム缶換算） 

約 3,200 本保管廃棄能力増強

２．今後、撤去する既設遠心機の保管廃棄エリアの

設置 
今後、撤去する既設遠心機を保管廃棄するために撤

去遠心機の保管建屋（使用済遠心機保管建屋）※1を新

設するが、建屋が完成するまでの間、撤去した既設遠心

機を一時保管廃棄するためにＣウラン貯蔵室内の空き

スペースを利用し、保管廃棄エリアを設置する。 


